
平成３０年度 大野高等学校教職員 働き方改革アクションプラン
～「持続可能な」働き方を目指して～

・ お互いの業務を理解し、気軽に「手伝って」、「手伝うよ」と声を掛けあっている。
・ お互いの業務をフォローしあい、気軽に休暇を取得できる雰囲気がつくられている。
・ ワークライフバランスをとりながら、教員本来の業務に専念できる。

・ 時間外勤務80時間以上に該当する教職員→対前年度３割減

・ 月に１回以上定時退庁を行う教職員→100％

・ 部活動休養日の確保→休日に設定月２日以上

・ 年次取得率70％以上

・ 自身の働き方を振り返るため、自分や家
族を守るため、タイムカード活用による客
観的な勤務時間把握を進めます。

・ 休暇をとりやすくするために、各業務に複
数の担当者を配置できるよう、校務分掌の
見直しを進めます。

・ 勤務時間の他、ストレスチェック、部活動
手当などの既存のデータを活用し、職員の
健康確保のための環境整備に努めます。

・ 時間外勤務長時間実績者への指導を強
化します。

４ 目 標

１ 現 状 ３ 取組内容

大野高等学校では、「岩手県教職員働き方改革プラン」に基づき、以下の取組により、「学校における働き方改革」を推進します。

・ 少ない職員数ではあるが、それぞれ多様な業務に取り組んでおり、負担を感じている
者が少なくない。

・ 「個業」になっていて、他の職員が何に取り組んでいるのかが見えにくい。
・ 業務の意義・目的を確認することなく前年度踏襲で済ませてしまう傾向がある。
・ 時間外勤務一人あたり32時間、80時間以上の時間外のべ18名。
・ 年次取得率59％。

・ 管理職、主任間で月毎の業務内容、進
捗状況を確認し、お互いの業務の「見え
る化」を進めます。

・ 費用対効果、時間対効果を考えた業務
のScrap & Slimに取り組みます。

・ 各業務に複数の担当者を配置できるよ
う、校務分掌の見直しを進めます。

・ 部活動指導方針に基づき、適正な部活
動時間を徹底するなど、部活動指導の
負担軽減を図ります。

岩手県教職員働き方改革プラン（H30.6.19策定 県教委）

【策定趣旨】
教職員の負担軽減が一刻の猶予も許されない喫緊の課題であるとの認識の下、
強い決意で対策に取り組み、教職員が授業や授業準備等に集中し、健康でいき
いきとやりがいをもって子どもたち一人一人に向き合うことができる時間を確保。
【取組の方向性】
「教職員の負担軽減」、「教職員の健康確保等」の２本の柱により、取組を推進
（H30は新規予算事業を含む22の具体的取組を推進）
【プランの期間】
平成30年度(2018年度)～2020年度までの３カ年度（緊急的かつ重点的に対策
を講じるもの。）
【プランの目標】
(１) 業務への充実感や安心感の向上
(２) 県立学校における長時間勤務者の割合の削減

(１) 教職員の負担軽減 (２) 教職員の健康確保等

時間外
勤務

取組期間

H30(2018)年度 2019・2020年度

80時間
以上(月)

(対前年度)
３割減

（対前年度）
３割減

うち100時間
以上(月)

(対前年度)
半減

ゼロ
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